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第６５３回役員会議事録  

 

１．日 時 平成３１年２月２１日（木）１１時３０分～１１時４０分  

 

２．場 所 学長室  

 

３．出席者    森脇，福井，江馬，野々村，鈴木，大藤  

  オブザーバー 吉田  

 

４．議 事  

（１）クロスアポイントメントの実施について  

議長から，資料に基づき説明があり，審議の結果，次の１機関とのクロスアポ

イントメントの実施について承認された。 

・一般財団法人電力中央研究所 

 

（２）平成３１年度分教員人事について  

議長から，資料に基づき，平成３１年度分教員人事について説明があり，審議の結

果，次のポストについて任用を行うことが承認された。  

・応用生物科学部 共同獣医学科   教授              １名  

・研究推進・社会連携機構 運営組織 特任教授  

（リサーチ・アドミニストレーター） １名  

・研究推進・社会連携機構 研究推進支援拠点（嫌気性菌研究部門）  

特任助教（研究担当）      １名  

・研究推進・社会連携機構 研究推進支援拠点（抗酸化研究部門）  

特任教授（共同研究講座担当）  １名  

・研究推進・社会連携機構 研究推進支援拠点（抗酸化研究部門）  

特任准教授（共同研究講座担当） １名  

・研究推進・社会連携機構 研究推進支援拠点（抗酸化研究部門）  

特任助教（共同研究講座担当）  １名  

・グローカル推進本部        特任教授（国際担当）      １名  

・グローカル推進本部        特任助教（国際担当）      １名  

・航空宇宙生産技術開発センター（仮称）  

特任教授（教育研究担当）    １名  

 

（３）教育職員雇用申請について  

議長から，役員会で任用を行うことを承認した雇用ポスト等について，部局長か

ら，採用候補者の申請があった旨の発言があった。続いて，資料に基づき，平成

３０年度人事計画書及び履歴について説明があり，審議の結果，次の雇用が承認

された。  

・医学系研究科 病態制御学口腔病態学 講師             １名 

・医学部附属病院 第２内科      助教             １名 

・研究推進・社会連携機構地方創生エネルギーシステム研究センター 

教授             １名 
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・研究推進・社会連携機構地方創生エネルギーシステム研究センター 

教授             １名 

 

（４）特任教員雇用申請について  

議長から，役員会で任用を行うことを承認した雇用ポスト等について，部局長か

ら，採用候補者の申請があった旨の発言があった。続いて，資料に基づき，平成

３０年度人事計画書及び履歴について説明があり，審議の結果，次の雇用が承認

された。  

・工学部            特任准教授（教育研究担当）     １名 

・研究推進・社会連携機構地域連携スマート金型技術研究センター 

特任教授（教育研究担当）      １名 

・研究推進・社会連携機構地域連携スマート金型技術研究センター 

特任教授（研究担当）        １名 

・研究推進・社会連携機構生命の鎖統合研究センター 

特任助教（研究担当）        １名 

・研究推進・社会連携機構生命の鎖統合研究センター 

特任助教（研究担当）        １名 

・研究推進・社会連携機構生命の鎖統合研究センター 

特任助教（研究担当）        １名 

 

（５）岐阜大学フェローについて  

議長から，資料に基づき，部局長等から岐阜大学フェロー候補者として推薦があ

った次の者について説明があり，審議の結果，承認された。  

・医学系研究科 特別協力研究員                   １名 

・工学部准教授                           １名 

・岐阜大学名誉教授                         １名 

・岐阜大学名誉教授                         １名 

・岐阜大学名誉教授                         １名 

・岐阜大学名誉教授                         １名 

 

（６）懲戒処分事案について  

議長から，第６５１回，第６５２回役員会で審議された審査事案に関して，職

員懲戒規則に基づき，審議願いたい旨発言があった。  

続いて，大藤理事から，審査決定書（案）及び懲戒処分書（案）について説明

があった後，前回までの意見交換を踏まえ審議した結果，これを承認した。  

また，監督者責任について，職員就業規則第７０条に基づき厳重注意（文書）

を行うこととした。  

議長から，速やかに被審査者に対して審査決定書及び懲戒処分書を交付する旨

発言があった。  

引き続き，大藤理事から，懲戒処分の公表基準に則り，本学ホームページに掲

載して公表する旨発言があった。  


